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財 第  ２６  号 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日 

 

各課（局・室）長 様 

 

 

経営企画部長 

 

 

令和８年度予算編成方針について（通知） 

令和８年度の予算については、下記により編成することとしたので、白岡市予

算規則第４条の規定により通知します。 

記 

１ 日本経済の状況及び国の動向  

内閣府が発表した令和７年８月の月例経済報告によると、我が国経済の基調

判断は、「先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やか

な回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振

れリスクには留意が必要である。加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの

下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリ

スクとなっている。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必

要がある。」としている。 

また、同年６月１３日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針

2025～「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ～」で、国は、「当面の

リスクへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現」と「人口減少下に

おける持続可能な経済社会の構築」を掲げ、物価上昇を上回る賃上げの普及・

定着や地方創生２.０の推進及び地域における社会課題への対応に取り組むと

している。本市においても、その動向をしっかりと注視し、適時適切に対応し

ていく必要がある。 

２ 本市の財政状況  

令和６年度決算においては、定額減税の補てんである地方特例交付金と市税

の合計は、増収となっているものの、扶助費は依然として過去最高を更新する

など社会保障関係経費が増加している。加えて、国際的な原材料価格の上昇や

円安に起因する物価上昇の影響などにより、経常経費は増加している。 
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令和７年５月６日に発生した庁舎火災における財政面の影響としては、復

旧・復興に係る本庁舎の設計・工事や庁用器具などを含めた費用全体の把握に

は時間を要することが見込まれている。また、火災保険や特別交付税など歳入

においても、先行きが不透明な状況にある。 

中長期的な財政見通しとして、歳入においては、篠津北東部地域などの土地

利用により固定資産税等の増収を見込む一方、市の人口が減少に転じたことか

らも、今後の市民税の大幅な増加を見込むことは難しい状況である。また、歳

出においては、増加し続ける扶助費に加えて、積極的に推進してきた都市計画

道路整備などの大規模事業の影響により今後の公債費の増加が見込まれる。将

来の財政推計においても、従前の予算編成では近い将来基金が枯渇することが

懸念されており、厳しい財政状況となることが予測される。 

３ 予算編成の基本的な考え方  

令和８年度は、先行きを見通すことが依然として困難な状況ではあるが、

既存事業全般にわたりこれまで以上に行財政改革の視点を持って見直しと優

先順位付けを徹底し、限られた財源を効率的・効果的に活用することで、庁

舎火災からの復旧・復興及びこれからの本市まちづくりに大きく寄与するこ

とになる大規模事業を着実に進めていくための予算を編成する。  

編成に当たっては、次に掲げる基本的な考え方のもと、事業の目的やねらい、

効果などを明確にし、各部内で十分に議論を尽くした上で編成されたい。  

⑴ 第６次白岡市総合振興計画で示す目標達成に向けて、基本計画に掲げる重

点取組項目である「交通ネットワークの充実」、「農地利活用の促進」の推進

及び「行財政改革の推進」を念頭に予算編成に当たること。 

⑵ 予算の重点化等を図るため、既存事業の統廃合（複数事業の一本化を含む。）

に取り組むとともに、一時的な投資が必要であっても、将来の財政負担の軽

減につながる取組は積極的に実施すること。 

また、次に掲げる視点を持って、抜本的な見直しを加えるとともに、従来

の手法にとらわれない市歳入の増加に結びつく創意工夫を図ること。  

ア 内部事務の精査 

イ 内部事務や事業の集約化 

ウ 運営体制の見直し 

エ 手法の変更・見直し、主体・執行体制の見直し 

オ 委託の仕様内容、需用費等の見直し 

カ 在庫等の有効活用 
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キ 公有財産の適正管理・戦略的活用 

ク 執行残（決算額）との比較 

ケ 計画の見直し（平準化） 

コ 国・県・他市基準との比較 

サ 歳入の確保 

シ 社会情勢の変化、目的の達成 

ス 政策・施策の有効性 

セ 公民連携の取組 

ソ データやＩＣＴの活用による業務の効率化 

タ 民営化・委託化 

チ 業務の効率化、働き方の見直し 

 ⑶ 行財政改革方針に掲げる経常収支比率９５％を堅持するため、⑵を徹底す

るほか、将来の実質公債費比率の上昇を見据え、地方債の借入をより計画的

に行うこととする。 

 ⑷ 事業構築に当たっては、その妥当性を裏付ける客観的事実などのエビデン

スを整え、説明責任を果たすためにも、背景にある課題、事業の目的や成果

目標を明らかにすること。 

４ 総括的事項  

⑴ 年間総額予算による当初予算編成と補正予算の限定 

各事業予算については、年間総額予算として編成し、補正予算は原則とし

て制度改正や国・県補助金等の特定財源の確定に伴うもの、災害等による突

発的経費、当初予算で見積り不能なものなどの必要最小限のものに限定する

こと。 

⑵ 事業の見直し 

令和６年度の実績及び令和７年度の取組状況を踏まえ、これまでの成果、

現状及び課題を分析すること。そして、現状の正しい把握と最新の知見を踏

まえた上で、市民の立場に立った事業の見直しや再構築を行うこと。  

各経費の見積りに当たっては、決算との乖離を分析し、過大な不用額が発

生しないよう十分精査すること。 

⑶ 歳入の確保 

歳入見積りに当たっては、財源を的確に把握し、更なる収入の確保を図る

こと。 

国庫支出金や県支出金を財源とする事業については、国や県の補助制度の
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動向を十分注視し、活用可能な制度を適切に予算に反映させること。  

他団体の補助制度の活用事例の情報収集や埼玉県の「市町村に対する支援

制度」を参照し、補助対象となる事業は積極的に活用をすること。ただし、

補助事業であることを理由に安易に事業申請を行い、結果として多額の一般

財源の持ち出しを招かぬよう留意すること。 

また、企業版ふるさと納税やクラウドファンディング型ふるさと納税の活

用など、寄附の受入拡大に向けた取組を図ること。 

⑷ 人件費の見直し 

時間外勤務手当については、令和７年度当初予算額を基本とするので、課

内のマネジメントはもとより、ＤＸの推進により不要となった事務について

十分な精査を行うほか、既存事業を統廃合するなど、事務の効率化を図り、

超過勤務の徹底的な削減に努めること。 

⑸ 投資的経費の取扱い 

事業の緊急性、必要性、事業効果、起債による将来負担等を十分検討し、

部内で優先順位付けを行った上で計上すること。また、補助事業、単独事業

ともに必要最小限の額を見積もること。補助事業については、国への要望額

をそのまま要求額としないこと。単独事業については、国や県の補助制度が

活用できないか確認し、安易に単費での要求としないこと。  

⑹ 扶助費の取扱い 

扶助費については、事業手法や給付水準等の見直し、検討を行った上で、

対象者や扶助額について精査し、適正な制度運用に努めること。市単独のも

の（国・県制度への上乗せを含む。）については、制度そのものの継続の合理

性について検討した上で、自己負担額や支給基準等の見直し、廃止を検討す

ること。 

⑺ 公共施設の再編を前提とした予算要求 

今後、公共施設の再編に向けた実行計画を策定し、公共施設の統廃合や複

合化・集約化、再配置などを進めていく予定であり、それまでの間は、原則、

施設の新設（更新を含む。）並びに大規模改修及び大規模修繕は行わないもの

とする。そのため、それ以外の改修又は修繕については、原則、公共施設の

機能を維持するのに必要な範囲に限り要求すること。 

また、要求に当たっては、必要箇所の優先順位付けを行い、緊急性の高い

施設の修繕等を優先させるなど、部内での調整を十分に図り、必要額を見積

もること。 
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⑻ 会計年度任用職員制度の活用 

職の必要性及び常勤職員とのすみ分けを吟味した上で、毎年度、業務内容

を設定し、適切な勤務日数・勤務時間となるようにすること。  

⑼ 民間活力の活用と連携 

複雑多様化する行政需要に対応するため、各種事業の実施に当たっては、

市民との協働や民間活力の活用、大学との連携など効果的な事業実施に努め

ること。 

また、各事業において、真に行政が実施すべき事業か否かを十分に精査・

検討すること。 

⑽ 団体等に対する補助金 

団体等への補助金については、市民の税金等貴重な財源によって賄われ、

真に住民の福祉の向上及び利益に寄与し、広く市民のニーズに沿ったものに

使用されるべきものである。その活用に当たっては、透明性の確保や説明責

任を十分に果たすことが求められる。そのため、団体等において予定する補

助対象事業、補助対象経費、補助金の使途について十分に把握した上で必要

となる補助金額を要求すること。 

また、団体等の決算書等に基づき財務状況を分析し、補助金額以上の繰越

金が恒常的に発生している場合には、補助金交付の必要性や補助金額の減額

を検討すること。 

⑾ 特別会計等の予算編成 

財政健全化法に基づき、一般会計に加え、特別会計や地方公社、第３セク

ターを含めて財政運営の健全性が判断されるため、特別会計については、一

般会計に準じて予算編成するものとし、財源を安易に一般会計に依存するこ

とのないよう、効率的な運用に努めること。 

一部事務組合等については、財政状況、特に将来負担すべき実質的な負債

の額について厳しくチェックすること。 

５ その他  

歳入・歳出における個別の見積り方法、予算見積書の作成等については、別

途通知する「令和８年度当初予算歳入見積書・歳出要求書作成要領」に従うこ

と。 


